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第１３章 公害防止の取組

第１節 公害防止管理者制度

工場における公害防止体制を整備し、産業公害を防止するため、昭和46年６月に「特定工場にお

ける公害防止組織の整備に関する法律」が制定され、昭和47年９月から特定工場において公害防止

に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防止に関して必要な専門的知識及び技能を有する公

害防止管理者等の選任が義務付けられ、選任等をしたときは知事又は宮崎市長に届け出なければな

らないことになっています。

第２節 融資等

中小企業の公害防止については、防止施設の設置等が適切に行われるよう、金融面をはじめ種々

の助成措置が講じられています。

本県では、公害を防止するための資金について、宮崎県中小企業融資制度の中に公害対策や地球

環境対策に対する融資制度として「快適な環境・職場づくり支援貸付」を設けています。

融 資 条 件

融 資 対 象 公害防止施設及びエネルギー使用の合理化に資する施設の整備を行う中小企

業者及び組合

資 金 の 用 途 公害防止等のための設備資金及び運転資金

融 資 限 度 設備・運転資金の合計で5,000万円

融 資 期 間 設備資金10年(うち据置１年半)以内 運転資金７年(うち据置１年)以内

融 資 利 率 原則年1.60% ～ 年2.30%(平成25年３月末現在)

保 証 料 率 原則年0.35% ～ 年1.70%(平成25年３月末現在)

取扱金融機関 宮崎銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、肥後

銀行、大分銀行、南日本銀行、各信用金庫、各信用組合、商工中金、三菱東

京ＵＦＪ銀行

そ の 他 事業計画書の提出を要します。(商工会議所又は商工会で融資要件の確認を

行います。)

お問い合せ先 取扱金融機関、信用保証協会、宮崎県商工政策課金融対策室、商工会議所等


